
徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金交付要綱

（補助金の交付）

第１条 知事は、人材不足が喫緊の課題である訪問介護サービスについて、特に経営の厳

しい中山間地域等に所在する事業所の経営改善に向けた取組を支援するため、徳島県指

定の中山間地域等に所在する訪問介護事業所（以下「事業所」という。）を経営する法

人等が行う訪問介護サービスに要する経費に対し、予算の範囲内で、事業所を経営する

法人等に補助金を交付するものとし、その交付については、徳島県補助金交付規則（昭

和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。

（補助金の支給対象者等）

第２条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる要件を申請時点で全て満たす事業

所を経営する法人等とする。

（１）徳島県指定の訪問介護事業所であること。

（２）別表１に掲げる地域に事業所が所在していること。

（３）集合住宅等（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等）の併設事業所で

はないこと。

（対象経費及び補助額等）

第３条 対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）及び補助額等は、別表２に掲げると

おりとする。

（補助金交付申請書等）

第４条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金所要額調書（別紙１）

（２）徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金事業計画書（別紙２）

３ 規則第３条の知事の定める期日は、令和８年２月６日とする。

（補助金の交付の条件）

第５条 規則第５条第１項各号に掲げる事項及び規則第１５条の２に規定する事項は、補

助金の交付の決定の条件となる。

（軽微な変更）

第６条 規則第５条第１項第１号の知事の定める軽微な変更は、別表２における対象経費

の内容相互間における２０パーセント以内の金額の変更とする。

２ 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、補助金額に変更のないもので、

補助事業の目的を損なわない事業計画の細部の変更とする。



（変更の承認の申請等）

第７条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けようとす

る者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金変更所要額調書（別紙３）

（２）徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金変更事業計画書（別紙４）

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及

び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

（実績報告書等）

第８条 規則第１１条の実績報告書は、様式第３号による。

２ 規則第１１号の知事の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金実績書（別紙５）

（２）徳島県訪問介護等サービス提供体制確保支援費補助金事業実績書（別紙６）

（３）別表３に掲げる書類

３ 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受

けた日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の３月３

１日のいずれか早い期日までにしなければならない。

（補助金の交付決定の取消し）

第９条 知事は、補助事業者が不正の手段により補助金を受けた場合には、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことがある。

（補助金の請求）

第１０条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第

４号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならな

い。

（補助金の支払）

第１１条 知事は、補助事業者に対して前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を

支払うものとする。

（書類の保管等）

第１２条 証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属

する年度の翌年度から起算して５年間とする。

附 則

この要綱は、令和７年１０月８日から施行する。


